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久居駅東側周辺地区整備事業に係る事業プロポーザルについて 

 

１ 経過と現状 

  久居駅東側周辺地区整備事業については、合併協議において市町村間の合

意事項として旧久居市から新市に引き継がれた「久居駅周辺地区まちづくり

交付金事業」に基づく事業です。このことから、総合計画の重点プログラム

に副都市核の整備として本事業を位置付け、本市南部の玄関口としての駅前

の利便性を活かし、民間活力の導入により賑わい性を高めるための副次的な

都市機能を整備するため、事業プロポーザルにより、平成２０年１０月に事

業推進者の募集を行い、審査委員会での審査を経て平成２１年１０月に優先

交渉権者を決定するなど事業化に向けた取組を進めてきました。 

  その後、優先交渉権者決定後から地元説明会やワークショップを開催し、

本事業に対する意向把握や意見集約を行ってきたところ、津市自治会連合会

久居支部から、「事業推進に当たって、民間事業者活用の撤回を始めとした

ワークショップからの提言書の内容を最大限尊重し事業の実施に努められる

ように」との要望書が提出されました。 

  民間施設の導入については、事業プロポーザルの募集条件であり、賑わい

の創出には欠かすことができないものであることから、平成２３年１０月に

説明会を開催し、津市自治会連合会久居支部等に対し民間施設導入への理解

を求めましたが、理解を得ることはできませんでした。 

２ 今後の対応 

  市の財政負担を抑えつつ、副都市核である久居駅周辺地区に賑わいを創出

すべく、民間施設導入への理解を求めてきましたが、昨年１２月以降駅西側

のポルタひさいのテナントが相次ぎ退去したことにより、地域として、事業

推進に当たっての民間事業者活用や民間施設導入への懸念が強まるなど、こ

れ以上の説得は困難な状況です。 

今後においては、ポルタひさいなど当該地を取り巻く状況の変化を見据え、

施設配置の考え方など総合的に勘案し柔軟に対応する必要もあることから、

今回、市として事業プロポーザルによる本事業の推進を断念せざるを得ない

ものと考えます。 

なお、当該地については、本市南部の玄関口であり、駅前の利便性が高い

土地であることから、引き続き公共施設整備予定地としての可能性も含め、

今後の土地利用を検討します。 


